
  
 令和６年１１月 1２日  

 

 沖縄県信用保証協会（会長：謝花 喜一郎）は、令和６年 1１月

北部豪雨で被災した中小企業者支援策として「災害特別相談窓口」

を設置しました。 
窓口では、被災から復旧に向けた「運転資金」「設備資金」「保証

付融資の返済額や期間の見直し」等の相談を受け付け、金融機関と

連携し支援します。お気軽にご相談ください。 
                                

                              
 

 ※なお、ご相談内容によっては、お客様のご希望に添えない場合があります。 

 

 災害特別相談窓口（令和６年１１月北部豪雨災害） 

 【相談時間】午前 9：00～午後 5：00（平日のみ） 

 【新規融資のご相談】 

  保 証 第 一 ・ 二 課 ： ℡098-863-5300 
【既往の保証付借入に関する返済条件変更のご相談】 

  経 営 支 援 課  ： ℡098-863-5310   
 

 

 

令和６年１１月北部豪雨に伴う災害で 

被災した中小企業の皆様へ 

相談窓口のご案内 

相談内容 

①  運転資金、設備資金のご相談 

② 保証付融資の返済額や期間の見直し 

③ その他、各種相談 


